ジェネリック医薬品使用促進通知業務仕様書

この仕様書（以下、本仕様という。）は、ジェネリック医薬品使用促進通知業務の範囲及び処理方法について定めるものである。

1. 業務名
　ジェネリック医薬品使用促進通知業務

2. 業務の目的
　いちき串木野市国民健康保険被保険者のレセプトデータから、ジェネリック医薬品使用促進対象者を抽出し、個別通知等での介入によりジェネリック医薬品の使用を広く促進することで、医療費の削減、保険財政の健全化、および被保険者の経済的負担の軽減を図る。そのため、ジェネリック医薬品の利点を分かりやすく通知し、患者や医療関係者に情報提供を行い、利用促進につなげる。 

3. 業務内容
（１）ジェネリック医薬品使用促進通知書（以下「通知書」という。）の作成及び発送
　　通知データの範囲については、委託者から提供される医科及び調剤に係るものとする。

（２）対象者の抽出・作成条件
委託者から提供される医療機関の処方情報を用い、ジェネリック医薬品への切り替えが可能な処方薬を使用している患者を特定する。また、通知書の作成条件については、以下のとおりとする。
（ア）薬事法（昭和35年法律第145号）第67条第１項の「政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品」及び精神疾患等に使用する医薬品に関する通知書は、作成しないものとする。
（イ）短期処方薬など通知しても薬剤費の削減効果が見込まれない薬剤に関する通知書は、作成しないものとする。
（ウ）通知書の送付対象者の選定基準及び送付頻度は、次のとおりとする。ただし、当該選定基準に異議がある場合は、委託者、受託者協議して定めるものとする。
　　①100円以上の削減効果が得られると見込まれる者から抽出し、削減効果の高い順から送付する。
②ジェネリック医薬品の利用率が１００パーセント未満の者
③一度通知書を送付した者については、通知書を送付した日の属する月の翌月から４か月間は、通知書を送付しないものとする。ただし、当該通知書の送付を受けた者が、その５か月後にジェネリック医薬品に切り替えていない場合であって、上記①及び②に該当するときは、再度通知書を送付することができるものとする。
④ジェネリック医薬品への行動変容を促しやすいように、大きな削減効果を期待することができる者から順次通知書を発送するものとする。
（エ）この契約を解約した場合又はこの契約の有効期間が満了した場合は、当該解約又は満了の日以降、委託者は、レセプトのデータを受託者に提供しないものとし、受託者は、通知書の作成及び発送（当該解約又は満了の日前に発注者から受領したレセプトに係るものを除く。）を行わないものとする。
（オ）通知回数は年２回とし、年度あたりの上限を5００人とする。
（カ）送付時期は、７月、１０月とする。

（３）通知作成
   　被保険者向けにジェネリック医薬品のメリットや効果を簡潔に説明する内容の通知文書を作成する。また、必要に応じて、現在処方されている医薬品の具体名等を提示する。　　　　

（４）通知送付
（ア）受託者は、送付リストを管理し、漏れがないよう確認の上、作成した通知書を普通郵便で被保険　者へ発送する。
（イ）受託者は、通知書の控え及び発送日時がわかる書類を委託者に提出する。

（５）フォローアップ対応(サポートデスクの開設)　
  　受託者は、対象者からの問い合わせ対応窓口を設置し、ジェネリック医薬品に関する問い合わせへの対応をすることで、ジェネリック医薬品への切り替えに関する疑問・不安を解消する。また、対応は次の範囲において行う。
（ア）対象者は、被保険者のみとし、それ以外の医師、薬剤師などからの問い合わせについては、対応しないものとする。
（イ）問い合わせに対応するときは、通知書、被保険者のデータなどの個人情報を閲覧しないものとする。
　（ウ）治療行為に影響を及ぼすなど、受託者が判断すべきでない内容については、回答しないものとする。ただし、次年度以降の対応については、協議の上決定する。
　
（６）通知結果の分析・報告及び提出
　　受託者は、契約期間内に行った通知業務によって対象者の薬剤費がどのように増減したかについての効果を検証し、報告書を作成・提出する。また、効果検証の結果、使用率向上のための課題や次年度以降の通知事業の有効な施策についても併せて提案すること。
（ア）業務及び効果検証報告書
　（イ）翌年度以降の有効な施策の提案書

4. スケジュール
契約後すみやかに、全体スケジュール等の詳細について打ち合わせを実施すること。なお、現状のスケジュール概要（予定）については、以下のとおりとする。
（１）業務開始: 実施日1ヶ月前  
（２）対象者抽出完了: 実施日2週間前  
（３）通知文書作成完了: 実施日1週間前  
（４）通知送付: 実施日  
（５）問い合わせ対応期間: 実施日～実施後4週間  
（６）報告書：通知書発送後2週間以内 
（７）効果分析報告及び今後の課題並びに改善提案：　3月頃

5. 報告書
通知書発送時における報告書は以下のとおりとする。
（１）通知文書
　　通知書送付者リスト及び通知書（副）
（２）通知実績

    　　
6. 成果物
業務終了後、以下の情報を含む報告書を作成し、成果物として紙及びデータにて委託者に提出する。
(１)対象者数と通知配布者数  
(２)ジェネリック医薬品への切り替え件数および割合  
(３)対象者からのフィードバック内容及び 対応履歴をまとめたデータ 
(４)効果分析報告及び今後の課題と改善提案  

7. 提供データについて
　委託者により提供するデータは、次のとおりとし、医療費分析等業務仕様書に準じたデータを受託者に提供するものとする。
（１）レセプトデータ
（２）被保険者マスタ
（３）宛名データ　

8. その他
（１）通知内容については、 医薬品名、効果、費用の記載を正確に行い、誤解や紛らわしい表現を避ける。
（２）対象者へ対応する際は、対象者の不安解消に努め、負担感を与えない丁寧な説明を行う。
（３）電子ファイルの受け渡しについては、LGWAN-ＡＳＰを用いたサービスで行う。
（４）データの加工等に必要な機器の準備、運搬等にかかる費用については全て受託者の負担とする。
（５）委託者が要請する連絡や協議には迅速に対処する。
（６）業務の処理を第三者に委任し、または請け負わせてはならない。
（７）本仕様に定めのない事項その他本仕様の条項に関し疑義が生じたときは、委託者・受託者協議のうえ円満に解決を図るものとする。
（８）受託者は委託者から提供を受けたレセプトのデータを用いて個人情報を含まない情報又はデータを生成すること、及び当該生成した情報又はデータをジェネリック医薬品の普及促進、健康増進又は医療サービスの質の向上を目的とした第三者への提供も含めた任意の利用に供してはならない。

2

